
内
閣
衆
質
一
六
二
第
一
五
号

平
成
十
七
年
二
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
内
山
晃
君
提
出
個
別
労
働
紛
争
解
決
促
進
法
に
お
け
る
「
あ
っ
せ
ん
」
に
関
し
、
社
会
保
険
労
務
士
の
あ
っ
せ

ん
代
理
制
度
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
日
受
領

答

弁

第

一

五

号



衆
議
院
議
員
内
山
晃
君
提
出
個
別
労
働
紛
争
解
決
促
進
法
に
お
け
る
「
あ
っ
せ
ん
」
に
関
し
、
社
会
保
険
労
務
士
の
あ

っ
せ
ん
代
理
制
度
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
行
政
解
釈
と
は
、
「
社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
五
年
三

月
二
十
六
日
付
け
基
発
第
〇
三
二
六
〇
〇
二
号
・
庁
文
発
第
八
二
二
号
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
・
社
会
保
険
庁
運
営
部

長
通
知
）
及
び
「
社
会
保
険
労
務
士
が
個
別
労
働
紛
争
解
決
制
度
に
関
わ
る
と
き
の
対
応
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
五
年
四
月

一
日
付
け
厚
生
労
働
省
地
発
第
〇
四
〇
一
〇
五
三
号
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
地
方
課
長
通
知
）
を
指
す
も
の
と
考
え
る
が
、

和
解
契
約
の
締
結
の
代
理
は
、
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第

六
条
第
一
項
の
紛
争
調
整
委
員
会
に
お
け
る
同
法
第
五
条
第
一
項
の
あ
っ
せ
ん
に
つ
い
て
、
紛
争
の
当
事
者
を
代
理
す
る
こ

と
に
明
確
に
は
含
ま
れ
な
い
法
律
行
為
で
あ
り
、
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第
一

項
第
一
号
の
四
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
代
理
の
範
囲
を
超
え
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
通
知
に

お
い
て
は
、
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
十
二
条
と
の
関
係
に
お
い
て
和
解
契
約
の
締
結
の
代
理

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

一



二
及
び
三
に
つ
い
て

労
働
社
会
保
険
諸
法
令
に
基
づ
く
審
査
請
求
等
に
係
る
代
理
の
事
務
は
、
社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の

三
の
規
定
に
よ
り
社
会
保
険
労
務
士
の
業
務
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
弁
護
士
法
第
七
十
二
条
た
だ
し
書
の

「
他
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
」
に
該
当
す
る
た
め
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
和
解
契
約
の
締
結

の
代
理
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
保
険
労
務
士
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
四
に
規
定
す
る
あ
っ
せ
ん
代

理
に
含
ま
れ
ず
、
弁
護
士
法
第
七
十
二
条
た
だ
し
書
の
「
他
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
」
に
該
当
し
な
い
こ
と
か

ら
、
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

な
お
、
社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
四
十
九
号
）
に
よ
り
社
会
保
険
労
務
士
法
第

二
条
第
一
項
第
一
号
の
三
に
労
働
社
会
保
険
諸
法
令
に
基
づ
く
審
査
請
求
等
に
係
る
代
理
の
事
務
が
追
加
さ
れ
、
ま
た
、
社

会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
十
六
号
）
に
よ
り
同
項
第
一
号
の
四
の
規
定
が
追
加

さ
れ
た
当
時
の
弁
護
士
法
第
七
十
二
条
た
だ
し
書
は
、
「
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」

と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
業
務
に
つ
い
て
弁
護
士
法
の
み
な
ら
ず
他
の
法
律
に
よ
っ
て
業
務
と
し
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
同
条
違
反
と
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
司
法
制
度
改
革
の
た
め
の
裁

二



判
所
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
に
よ
り
同
条
た
だ
し
書
が
「
こ
の
法
律
又
は
他

の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
改
正
さ
れ
た
趣
旨
も
、
同
条
の
例
外
に
は
、
同
法
以
外
の

法
律
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
旨
を
明
確
化
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


